


　総合計画の策定にあたり、社会的背景（時代の潮流）をしっかりと捉え、先を見据えたまちづくりを進める必要があり
ます。これからのまちづくりにおいて対応すべき主な社会環境の変化は、以下のとおりです。

総合計画は、具体的事業の策定や予算編成の指針とし
て、まちづくりを総合的かつ計画的に行うための行政運
営における最上位計画です。総合計画に掲げる将来都市
像の実現に向け、市民・団体・事業者・行政の協創によ
るまちづくりに取り組んでいきます。

第２次伊那市総合計画は、「基本構想」「基本計画」
「土地利用計画」「実施計画」で構成しています。
それぞれの性格と目標年次・期間は以下のとおりで

す。

基本構想

基本理念…伊那市民憲章（平成28年3月31日制定）
将来像…市が目指す理想の将来都市像
施策の大綱…将来都市像の実現に向けて推進する施策の

方向性と基本目標

１０年間

（2019年度～2028年度）

基本計画

基本構想で定めた施策の大綱の６つの基本目標に沿った
基本的施策を指標や数値目標を設定した上で、
「章」ー「節」ー「項」の組み立てにより、体系的にまと
めています。

前期基本計画

5年間
（2019年度～2023年度）

後期基本計画

5年間
（2024年度～2028年度）

土地利用

計画

基本構想に掲げた将来像の実現に向け、社会・経済情勢や
本市の土地利用の状況、国・県が策定した「国土利用計
画」や県が策定した「土地利用基本計画」を踏まえ、適正
な土地利用を図るための基本的な方針を定めています。

前期土地利用計画

5年間
（2019年度～2023年度）

後期土地利用計画

5年間
（2024年度～2028年度）

実施計画

基本計画に定めた基本的施策を効果的に実施するための具
体的な事業を定めたもので、毎年度の予算編成の指針とな
ります。社会情勢や経済環境などの変化に柔軟に対応する
ため、3か年の計画とし、毎年度見直しながら策定します。

実施計画3年間

実施計画3年間

実施計画3年間

以降、毎年度

見直し・策定

人口減少及び少
子高齢社会の
急速な進行

地域の特性を生か
した地方創生の

時代

地方分権の進展
と行財政運営の
健全化

自然環境及びエ
ネルギーに対する
関心の高まり

平均寿命の延伸
と健康意識の高揚

農林業・農山村
を取り巻く
環境の変化

情報通信技術
の進化と

第４次産業革命

産業構造の変化と
労働力人口の
減少

グローバル社会
の進展

ライフスタイル
の多様化とコミュ
ニティの変容

新たな交通ネッ
トワークの確立

社会資本の
老朽化

防災意識の
高揚

ＳＤＧｓ（持続
可能な開発目標）

への取組

　将来像を実現するための基本目標を次のように定めます。

　将来像とは、まちづくりの方向性や理想とするまちの姿を表現したものであり、協創によるまちづく
りを進める上で、市民・地域・行政等の共通の目標とするものです。

　私たちは、南アルプスや中央アルプスなどの雄大な山々に抱かれ、春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪
景色など、四季折々の景観の中で、季節感あふれる生活を営んでいます。
　このすばらしい自然と先人のたゆみない努力によって築かれた歴史・文化・伝統に新たな価値を見出
し、地域の資源に磨きをかけて、新たな躍動の風を吹き込み、暮らしやすく平和で希望に満ちたまちづく
りを進める必要があります。
　第2次伊那市総合計画では、自然と人が共生し、様々な産業が自然と調和して発展していくという第1次
総合計画の将来像の理念を踏襲した上で、共生から協創へと、より能動性をもってステージアップしてい
くため、新たな将来像を「未来を織りなす　創造と循環のまち　伊那市」と定めました。
　雄大な自然と先人のたゆみない努力によって築かれた歴史・文化・伝統に新たな価値を見出し、地域の
資源に磨きをかけて、創造を繰り返しながら自立的な循環が連鎖する力強い伊那市を市民とともに協創し
ていきます。

未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市

地域の未来を協創する協働のまちづくり

自然と調和した環境にやさしいまちづくり

子育てを支え、だれもが健康で安心して暮らせるまちづくり

地域の個性と魅力が輝くにぎわいと活力のあるまちづくり

歴史と文化を未来へつなぐ、心豊かな人を育むまちづくり

生活基盤の充実した安全で快適に暮らせるまちづくり





　特徴的に利用誘導すべき区域を5種類のゾーンに分類して位置づけ、当該地域の個性を生かしながら機能的・効
率的な土地利用の誘導を図ります。

都市機能の集積によりにぎわいのあるまちづくりを進めるとと
もに、住民生活の利便性の向上と市内外の交流拠点の強化を目
指し、中心市街地及び旧町村役場などを中心とする地域を「地
域拠点ゾーン」とします。

産業立地にあたっては、景観･環境保護や周辺地域との調和に
配慮するとともに、既存工業団地等の拡張を基本とし、先端技
術型企業を始めとした多様な企業集積を図ります。

国道153号伊那バイパス沿線やE19中央自動車道小黒川ＳＩＣ周
辺、伊那中央病院周辺を｢面整備検討ゾーン｣とし、周辺の優良
農地の確保を図りつつ、地域の活性化につながる土地の面的整
備の検討を行います。

多くの観光客が集まる桜の名所高遠城址公園や体験型観光施設、
スポーツ施設、温泉、歴史・文化施設、山岳観光地の観光基盤
の整備やネットワーク化により、地域の活性化と良好な生活環
境を確保します。

地域的な文化や風土に培われた伝
統的な里山景観の保全に努め、学
習機能やレクリエーション機能の
導入など、自然環境との共生の場
として、計画的な土地利用を図り
ます。


